
申
告
に
は
、
平
成
十
六

年
分
農
業
経
営
状
況
調
査

票
（
集
落
農
政
推
進
協
議

会
長
さ
ん
か
ら
配
布
さ
れ

た
も
の
）を
ご
記
入
の
上
、

お
持
ち
い
た
だ
く
と
、
申

告
相
談
時
間
が
短
縮
で
き

ま
す
。
必
ず
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

（
青
色
申
告

以
外
の
方
）

①
毎
年
、
領
収
書
、
証
明

書
、伝
票
が
な
い
た
め
に
、

せ
っ
か
く
申
告
に
お
こ
し

い
た
だ
い
て
も
、
申
告
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

忘
れ
ず
に
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

②
家
庭
の
生
計
等
の
内
容

が
わ
か
る
方
が
お
こ
し
く

だ
さ
い
。

③
申
告
相
談
期
間
の
終
盤

に
な
り
ま
す
と
、
大
変
混

雑
し
、
長
時
間
お
待
ち
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
で
き
る
だ
け
指
定

日
ま
た
は
、
期
間
の
前
半

に
申
告
に
お
こ
し
く
だ
さ

い
。

今
年
の
所
得
税
・
住
民
税

の
申
告
相
談
を
左
表
の
と
お

り
実
施
い
た
し
ま
す
。
対
象

地
区
の
日
程
に
合
わ
せ
て
お

出
か
け
く
だ
さ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

受
付
時
間
は
、
午
前
九
時

か
ら
午
後
四
時
ま
で
で
す
。

ま
た
、
受
付
時
間
の
延
長

日
（
午
後
六
時
ま
で
受
付
い

た
し
ま
す
。
左
表
参
照
）
を

設
定
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

都
合
に
よ
り
指
定
日
に
申

告
で
き
な
い
方
の
た
め
に
二

月
二
十
七
日
（
日
）
休
日
受

付
を
行
い
ま
す
。
受
付
時
間

平
成
十
七
年
一
月
一
日
現
在
小
野

町
に
住
ん
で
い
る
人
で

①
平
成
十
六
年
中
に
給
与
所
得
以
外

の
所
得
（
農
業
、
営
業
、
不
動
産
、

譲
渡
、
年
金
等
）
が
あ
る
人

②
給
与
所
得
者
で
、
年
末
調
整
が
済

ん
で
い
な
い
人

③
医
療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
等
を
受
け
る
人

確
定
申
告
を
す
る
と
所
得

税
が
還
付
さ
れ
る
場
合

平
成
十
六
年
中
の
所
得
が
給
与
だ

け
で
、
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告

書
が
町
に
提
出
さ
れ
、
年
末
調
整
が

済
ん
で
い
る
人

①
災
害
な
ど
に
あ
っ
た
と
き

地
震
、
火
災
、
風
水
害
な
ど
の
災

◎
印
鑑

◎
会
計
帳
簿
・
領
収
書
及
び
各
種
支

払
い
証
明
書
（
国
民
年
金
、
農
業
者

年
金
、
生
命
保
険
、
火
災
保
険
、
医

療
費
、
農
業
資
材
な
ど
）

◎
心
身
の
障
害
が
わ
か
る
も
の
（
身

体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

◎
肉
用
牛
売
却
に
よ
る
免
税
証
明
書

◎
給
与
、
賃
金
や
受
給
年
金
額
の
わ

か
る
も
の
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

害
や
盗
難
な
ど
に
よ
り
、
住
宅

や
家
財
に
損
害
を
受
け
た
場
合

に
は
、
雑
損
控
除
と
し
て
所
得

金
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

②
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た

と
き

所
得
の
五
％
ま
た
は
十
万
円

を
超
え
る
医
療
費
を
支
払
っ
た

場
合
は
、
保
険
金
な
ど
で
補
て

ん
さ
れ
る
金
額
を
控
除
後
、
医

療
費
控
除
と
し
て
所
得
金
額
か

ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
で
取

得
し
た
と
き

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し

て
マ
イ
ホ
ー
ム
の
新
築
・
増
改

築
な
ど
を
し
た
と
き
に
は
、
一

定
の
要
件
に
当
て
は
ま
れ
ば
、

住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除

を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま

す
。そ

の
ほ
か
、

年
の
途
中
で

退
職
し
再
就

職
し
て
い
な

い
場
合
な
ど

も
申
告
を
す

る
と
所
得
税

が
、
還
付
さ

れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

は
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
で

す
。
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

税
務
署
に
お
い
て
確
定
申
告
を
済

ま
せ
た
人

郡山税務署の確定申告会場は、安積町「ビッグパレットふくしま」です。
期　　間　2月1日（火）～3月15日（火）
受付時間　午前9時～12時　午後1時～4時
問い合わせ　郡山税務署　　024 -932 -2041（代）


